
「新型コロナウイルス感染症罹患後症状」又は 「新型コロナワクチン接種後症状」に係る医療提供体制

後方支援的役割を担う
医療機関

※医療機関受診の際は、
事前に受診可能か、
電話でお問い合わせ
することをお勧めします。

医師が、専門的な診療
を必要と判断した場合

かかりつけ医療機関等県 民

※後方支援的役割
を担う医療機関の
受診には、
紹介状が必要です。

受 診

・県立中央病院
・青森市民病院
・あおもり協立病院
・村上病院
・村上新町病院
・青森新都市病院

・弘前大学医学部附属病院
・弘前総合医療センター
・健生病院
・弘前小野病院
・黒石病院
・黒石あけぼの病院

・八戸市立市民病院
・八戸赤十字病院
・青森労災病院
・南部町医療センター

・つがる総合病院
・鰺ヶ沢病院

・十和田市立中央病院
・三沢市立三沢病院

・むつ総合病院

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日
青森県健康福祉部保健衛生課

新型コロナウイルス
感染症の
罹患後症状
（後遺症）
がある方

新型コロナワクチンの
接種後症状
（副反応等）
がある方

受 診

①かかりつけ医療機関
（普段からかかっている医療機関）

②症状に応じた医療機関

③罹患後症状対応医療機関

①ワクチンの接種を受けた
医療機関

②かかりつけ医療機関
（普段からかかっている医療機関）

③症状に応じた医療機関

※罹患後症状対応医療機関は、
下記の県ホームページ
でもお知らせしています。

https://www.pref.aomori.lg.jp/
soshiki/kenko/hoken/rikango
syoujou.html 紹 介


